
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
前

年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、

申
請
に
よ
り
、
保
険
料
の
納
付
が

全
額
ま
た
は
一
部
免
除
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
一
部
免
除
に
つ
い
て
は
、

一
部
納
付
額
が
未
納
の
場
合
、
一

部
免
除
も
無
効
（
未
納
と
同
じ
）

に
な
り
ま
す
。
承
認
期
間
は
原
則

と
し
て
毎
年
7
月
か
ら
翌
年
6
月

ま
で
の
1
年
間
ご
と
で
す
。

◆
所
得
の
基
準　

前
年
所
得
が
、

次
の
基
準
額
以
下
で
あ
る
こ
と
が

条
件
で
す
。

◆
免
除
期
間
の
年
金
額
は
、
保
険

料
を
全
額
納
付
し
た
場
合
と
比
較

し
て
、
次
の
通
り
で
す
。

30
歳
未
満
の
方
で
、
本
人
・
配

偶
者
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下

の
場
合
、
申
請
に
よ
り
、
保
険
料

の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。
承
認

期
間
は
、
原
則
と
し
て
毎
年
7
月

保
険
料
免
除
制
度

（
全
額
免
除
・
一
部
免
除
）

若
年
者
納
付
猶
予
制
度

保
険
料
の
追
納

申
請
の
手
続
き

か
ら
翌
年
6
月
ま
で
の
1
年
間
ご

と
で
す
。

◆
所
得
の
基
準　

前
年
所
得
が
、

（
扶
養
親
族
等
の
数
+
1
）
×
35

万
円
＋
22
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

が
条
件
で
す
（
所
得
の
基
準
は
、

変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）
。

※
納
付
猶
予
の
期
間
は
、
年
金
を

受
給
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間

に
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額

の
計
算
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
学
生
の
方
は
学
生
納
付
特
例
制

度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

申
請
免
除
・
若
年
者
納
付
猶

予
・
学
生
納
付
特
例
の
期
間
に
つ

い
て
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
さ
か

の
ぼ
っ
て
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
保
険
料
免
除
な
ど
の

承
認
を
受
け
た
期
間
の
翌
年
度
か

ら
起
算
し
て
、
3
年
度
目
以
降
に

保
険
料
を
納
め
る
場
合
は
、
当
時

の
保
険
料
に
経
過
期
間
に
応
じ
た

加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
の
で
、

早
め
の
納
付
を
お
薦
め
し
ま
す
。

7
月
1
日
（
木
）
か
ら
市
民
課

保
険
年
金
係
ま
た
は
多
治
見
年
金

事
務
所
で
平
成
22
年
度
分
（
平
成

22
年
7
月
か
ら
翌
年
6
月
）
を
受

け
付
け
ま
す
。

※
国
民
年
金
保
険
料
に
は
特
例
免

除
が
あ
り
ま
す
。
失
業
、
事
業

の
廃
止
、
天
災
な
ど
に
遭
わ
れ

た
方
、
障
が
い
者
、
寡
婦
の
方

は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
持
ち
物

▽
年
金
手
帳

▽
印
鑑
（
本
人
が
署
名
す
る
場
合

は
不
要
）

▽
退
職
を
理
由
と
し
て
申
請
す
る

場
合
は
、
雇
用
保
険
の
「
離
職

票
」・「
受
給
資
格
者
証
」
な
ど

▽
前
年
所
得
の
状
況
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
平
成

22
年
度
の
市
県
民
税
が
土
岐
市
で

課
税
さ
れ
て
い
る
方
は
不
要
）

■
問
い
合
わ
せ　

市
民
課
保
険
年

金
係
（
内
線
１
３
７
・
１
３
８
）

ま
た
は
多
治
見
年
金
事
務
所
（
☎

○22　
０
２
５
５
）

経済的な理由などにより保険料を納めることが困難な方には、申請手続きによって、
保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

国民年金保険料
免除・若年者納付猶予制度

全額免除　（扶養親族等の数＋１）×35万円＋22万円

3/4免除　　78万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額など

半額免除　118万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額など

1/4免除　158万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額など

※所得の基準は、変更される場合があります。

 平成21年3月以前の免除期間 平成21年4月以降の免除期間

全額免除 年金額：1/3 年金額：1/2

3/4免除 年金額：1/2 年金額：5/8

半額免除 年金額：2/3 年金額：3/4

1/4免除 年金額：5/6 年金額：7/8

※保険料の免除にかかる国庫負担割合は、法律改正により、平成21年4月以降の
　期間について、3分の1から2分の1に引き上げられました。

62010.7.1　広報とき


